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最終更新日：2017 年 5 月 26 日 
業種別格付方法 
【保証会社】 

 

国内で、個人向けに有担保保証、無担保保証を行う保証会社を対象とする。個人向けのローンの保証

業務は、カード会社、信販会社、消費者金融会社も行っているが、それらの会社については本稿の対象

ではない1。 
    
    
    

1. 事業基盤 
(1) 産業の特性 

保証会社の主な業務は、住宅ローンを中心とした有担保ローンの保証と、カードローンや教育ロ

ーンなどの無担保ローンの保証である。保証会社は、銀行などの金融機関からローンを借り入れる

債務者の保証人となり、その対価として保証料を受領する。これを主な収益源としている。債務者

がローンを返済できなくなった場合には、保証会社は代位弁済を実行し、発生した求償権に基づい

て弁済額の回収を行う。回収できなかった金額については求償債権の償却として処理され、保証会

社の損失となる。以上が保証会社の一般的なビジネスモデルである。保証会社のバランスシートは、

基本的には現預金、有価証券、求償債権などを中心とする資産、前受保証料や退職給付費用などの

負債および純資産といった項目で構成されている。保証残高は多くの場合オフバランスされている

ため、バランスシートの規模は膨らみにくい。1 件当たりの保証残高は通常小口分散されており、

法人向け融資の割合が多い銀行などに比べて与信の集中リスクは小さい。一方、住宅ローンの保証

では、期間が超長期にわたることが多いため、期間満了までの不確実性に伴うリスクが大きくなり

やすく、この点は格付判断においても重要なポイントである。 
保証料についてはリスクに応じて有担保ローンと無担保ローンで大きく異なるケースが一般的

である。有担保ローンの代表である住宅ローンについては、自宅を担保とされている債務者の返済

に対するインセンティブが強く働くため、代位弁済率は無担保ローンよりも有担保ローンの方が一

般的に低くなる。また、担保物件売却による回収も見込めるため、最終的な保証会社の損失は有担

保ローンの方が小さくなりやすく、保証料も安い。無担保ローンは、代位弁済率が保証料率の半分

未満におさまることが望ましいとされる。住宅ローンについては、借入金利が市場金利の動向や競

争によって大きく変動するのに比べ、保証料率は歴史的に変動が小さく、かつ低い水準にとどまっ

てきた。保証会社の安定した事業継続には、一定の保証残高や取扱件数の確保が必要となっている。

国内の人口減少に伴い、住宅ローン保証の市場の成長性には限界があるとみられる上、近年は保証

を付さないプロパーローンを取り扱う金融機関が増えてきており、将来的に保証会社にとってマイ

ナスの影響を及ぼす可能性もある。保証会社としては規模の拡大や事業の多様化を進めていくこと

が求められる。 
保証会社は、金融機関の背後に存在する位置づけとなることから、利用者（債務者）からの認知

度は高くないと思われる。金融機関が利用者に提供するローンにはあらかじめ保証会社の保証がセ

                                                   
1 信販・クレジットカード会社、消費者金融会社については、それぞれ業種別の格付の方法が定められている。 
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ットされており、利用者が自由に保証会社を選択することは通常ない。保証会社にとっては、保証

契約の獲得から管理、回収にわたって、金融機関との関係がより重要となる。 
 

(2) 競争力のポイント 
もともと、保証業務は住宅ローンを中心とした個人向けローンに付随して行われ、歴史的には銀

行などの金融機関がグループ内に設立した保証会社、並びに、業界各社の出資により設立された保

証会社が担当してきたという経緯がある。金融機関系列の保証会社の場合は主に、設立母体である

金融機関の顧客を対象に保証を行っている。一方で、独立系の保証会社は、金融機関系列の保証会

社とは年収等の属性が少し異なる客層、あるいは金融機関系列の保証会社では採りあげられなかっ

た層を対象に保証業務を展開することによって棲み分けてきた。金融機関は系列の保証会社を優先

する傾向にあること、保証があらかじめローンにセットされていることから、住宅ローンの利用時

における金融機関の選択に比べて保証会社の競争は激しくない。ただ、現在では独立系保証会社も、

金融機関系列の保証会社がメインターゲットとする顧客層に対する保証の拡大に努めている。競合

の状況によっては金融機関からの要請によって保証料率に下方圧力が生じる可能性もある。金融機

関が保証会社を選択する上では、系列の保証会社が優位にある他、保証料率は大きな決め手になり

得るが、それだけでなく、審査スピード、承認率、利用者や金融機関のニーズに合った商品対応力

なども重要となる。こうした競争力向上のため、審査システム充実などに向けた IT 投資について

も不可欠となっている。 
事業基盤の評価においては、前述した競争状況に加え、提携している金融機関の数、保証件数、

保証残高、取扱件数や取扱高などに注目し、安定性や成長性を検討する。また、顧客属性、有担保

や無担保などの商品特性にも注目する。金融機関系列の保証会社については、金融機関自体の競争

力および、金融機関が地盤とする地域の経済事情や顧客特性なども評価の参考にする。 
 

(3) 経営 
経営については、①経営者の構成、経営の安定性・自立性、②ガバナンス、コンプライアンス、

③風評リスクの有無、④オペレーションの堅実さ、といった点に着眼する。また、保証業務を直接

的に律する規制や監督官庁はないものの、金融機関の業務の一部を補完する位置づけであることか

ら、金融機関に対する規制や監督、およびそれらに基づく金融機関の貸出スタンスなどの影響を間

接的に受けやすい立場にあることに注意する。 
 

2. 財務基盤 
(1) 収益力 

保証会社は、保証料を受け取り、その範囲内で事業運営費用、与信費用等をまかなっていかなけ

ればならない。各保証会社の設定する保証料率は、これらの費用を余裕を持ってカバーできる水準

にあることが望ましい。収益力の分析においては、収益の安定性、資産収益率、コスト構造などを

みる。主たる収益である保証料収入については、収益計上の方法を確認する必要がある。保証料以

外に収入がある場合には、その収益貢献度や安定性にも注目する。また、リスクテイクの度合いに
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よって収益率に違いがあるため、有担保と無担保の構成にも留意し、与信費用控除前および控除後

の両面から分析を行う。資産収益率は保証債務を含めた総資産を分母として算出したものを重視す

る。コスト構造に関しては、従業員一人あたりの保証債務残高や損益、並びに OHR などに注目す

る。 
 

（重視する指標） 
■ ROA 
■ 保証料率 
■ 従業員一人あたりの保証債務残高、損益 
■ OHR（与信費用を除く販売費および一般管理費÷営業収益） 

 
(2) 資産の質 

債務者の属性および地域、チャネルといった分散・集中度合い、保証対象のローンの回転率や平

均残存年数、代位弁済の発生状況、担保の有無と回収可能性、償却・引当の状況や償却・引当基準

の保守性、求償債権や延滞債権に対する引当の充分性、与信費用の実績などを分析する。定性的な

側面としては、与信姿勢、管理回収の体制などをみる必要がある。特に、回収の体制については、

金融機関に対し、求償権発生時に当該顧客の情報をすぐに入手できるような、緊密な関係を構築で

きているかに注目する。また、回収がコンプライアンス上問題ない方法で実施されているかどうか

についても確認する。その他には、経済環境の変化、失業率、金融機関の債務者に対する支援姿勢

などの要因が当該時期の延滞、代位弁済の発生に影響を及ぼしている点にも着目する。 
    

（重視する指標） 
■ 延滞率、代位弁済率、回収率、償却率 
■ 引当率 
■ 保証残高対比の与信費用、期間損益対比の与信費用 
■ 1 件あたりの平均貸付残高 

 
(3) リスク管理態勢 

保証債務における信用リスク、オペレーショナルリスクについて、定性、定量の両面から、どの

ようにリスクを管理しているか、手法や前提を含めて検討する。経営陣のリスクテイクに対する考

え方と経営計画とのバランス、部門間での牽制や相互チェックが働く組織かどうかがポイントとな

る。また、事業の継続性の観点から、バックアップシステムの充実度、作業の複線化によるチェッ

ク体制にも目を向ける。 
 

(4) 流動性 
保証会社は保証料を一括で前受けすることが多いため、借り入れの必要性はなく、潤沢に現預金

を保有していることが健全な状態である。一括で前受けした保証料は負債に計上されるが、それ以

外の負債は、退職給付費用などに限定されることが多い。前受けした保証料を有価証券で運用する
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場合は、元本の毀損を抑えるために流動性の高い安全資産で運用されることが望ましい。格付にお

いては、有価証券運用に関して収益性以上に安全性、健全性を重視しており、資産運用の方針、リ

スク許容度についても注意する。 
 

(5) 資本の充実度 
自己資本が質・量の両面で保証業務から生じうるリスクに十分なものかどうかを検討する。その

際、特に住宅ローン保証のように期間が超長期にわたる場合、その間の環境変化にも十分耐えられ

るかを念頭に置く。量的な面では資本の絶対額とリスク量対比での厚み、質的な面では資本が税効

果、期限の定めや償還されてしまう可能性のある証券に依存している度合いが検討の対象となる。

自己資本比率の算出においては、分母に保証残高を加えたものを重視する。分子となる自己資本に

関しては、保証会社では、発生し得る損失に備えて債務保証損失引当金を計上することが一般に行

われており、これを広義のバッファーとして資本に加える。リスクの大きさ、内容については、有

担保ローンと無担保ローンで回収可能性が大きく異なる点、有担保でも担保とローンのバランスに

よって回収可能性が大きく異なることがある点などにも留意する。また、可能な場合には、銀行等

が規制上の自己資本比率を算出する際のリスクの算出方法を参考とすることもある。 
    

（重視する指標） 
■ 保証債務残高を勘案した自己資本比率 
■ 自己資本比率 

 
(6) 親会社による信用補完 

親銀行や設立母体など主要な株主が存在する場合には、株主等からのサポートの可能性を評価に

織り込む。金融機関系列の保証会社は、設立母体の金融機関の顧客を対象としていることから、事

業展開において制約を受けやすく、規模が小さいところも多い。そのため、格付上は、どの程度サ

ポートの可能性を織込めるかがポイントとなる。サポートの可能性については、株主や当該業界に

とっての重要性、関与や支配の度合い、株主のサポートの意思や能力などを基に判断する。 
以 上 

 
 
◆留意事項 
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